
  

【港区駐車場地域ルールの目的】 

目的１：低炭素まちづくりの実現 

建築行為に伴う附置義務駐車施設を対象として、都条例に基づく整備では実現できない

「駐車場の設置に関する配慮や駐車場の集約」の誘導を図るため、以下の施策を推進

し、低炭素まちづくりの実現を図る。 

①適正規模での駐車施設整備 

  ⇒建物建設時の CO2 排出量削減、駐車施設余剰による需要誘発の抑制 

②駐車施設の集約化の促進    

  ⇒地域内交通の整序化による CO2 排出削減 

③公共交通機関の利用促進等による更なる低炭素化の取組 

目的２：地域の駐車環境の改善 

駐車場法および東京都駐車場条例の趣旨を踏まえ、建築行為に伴う附置義務駐車施設の

整備とあわせて、以下に例示する地域の駐車課題の解決を図る。 

●駐車施設の過度な整備による都市空間活用効率の低下、不要な駐車需要の呼び込みの

抑制 

●駐車場を探すうろつき交通・停め直し等による交通環境の悪化、歩行者の安全性低下

の解消 

●貨物車駐車施設の不足による違法路上駐車に起因する交通環境の悪化の解消     

など 

【港区駐車場地域ルールの適用条件】 

本地域ルールにおいて、附置の適正化の基準を適用する際は、開発・建築を行う事業

者の「低炭素化に資する取組」の提案を審査して決定し、この取組内容については予

め例示する。 

（1）適用条件の考え方 

○本地域ルールは、『港区低炭素まちづくり計画』における各分野の施策のうち、「環

境に配慮した交通環境の整備」の一環として位置づけられていることから、「低炭素化

に資する取組」については、交通環境の改善に資するものを対象とする。 

○低炭素化に資する取組は、対象建築物の規模、新築・既存の別、立地状況等によっ

て実施可能な内容および効果が異なり、また、「低炭素化に資する取組」と駐車台数の

低減等は直接結び付かないため、取組例を定性的に例示するものとする。 

（2）低炭素化に資する取組の内容（例） 

○内容を例示し、事業者からの取組提案について「上位計画等の位置づけへの対応」、

「地域全体の取組のバランス」等を踏まえ、港区（担当部署）が総合的に判断し、地

域ルールの適用可否を決定する。 
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【港区駐車場地域ルールの相談窓口（申請及び審査の窓口）】 

  ①環状２号線駐車場地域ルール 

   一般社団法人 環状 2号線周辺地区駐車対策協議会 受付時間：午前 10 時から午後 5時まで（土日祝日を除く）電話：03-6406-5340 

  ➁品川駅北周辺地区駐車場地域ルール 

   品川駅北周辺地区駐車場地域ルール推進協議会   受付時間：午前 10 時から午後 5時まで（土日祝日を除く）電話：03-5334-1271 

  ③六本木交差点周辺地区駐車場地域ルール 

   六本木交差点周辺地区駐車場対策協議会      受付時間：午前 10 時から午後 5時まで（土日祝日を除く）電話：03-5771-9573 

  ④浜松町駅周辺地区駐車場地域ルール 

   浜松町駅周辺地区駐車場対策協議会        受付時間：午前 10 時から午後 5時まで（土日祝日を除く）電話：03-3348-3820 

  ⑤田町駅周辺地区駐車場地域ルール 

【港区駐車場地域ルールの申請の流れ】 【港区駐車場地域ルールの適用地区（駐車機能集約区域）】 

出典：港区低炭素まちづくり計画（駐車機能集約化編） 

駐車場地域ルールの申請詳細については、港区ホームページに掲載の各地区駐車場地域ルー

ル運用マニュアル等の関連資料をご参照ください。 

令和７年１０月１４日現在 


